
経営形態の検討 

平成28年10月27日 

資料1 改革プランの検討 
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当院は、経営の効率化と自主性の確保を図ることを目的に平
成24年4月より地方公営企業法全部適用へ移行した。 

決算状況は全部適用へ移行した後も、経営状況は改善して
いない。また、医業収益に占める費用の割合では、材料費率
は減少しているが、給与費率は増加している。 
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■医業収支比率、経常収支比率の状況 
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■医業収益に占める給与費・材料費の割合 

→全部適用 

→全部適用 



区分 
地方公営企業法 

全部適用 
地方独立行政法人 
（非公務員型） 

指定管理者 民間譲渡 

開設者  地方公共団体  地方公共団体  地方公共団体  民間法人等 

管理責任者  事業管理者  法人の長  受託事業者  民間法人等 

職員の身分  地方公務員  法人職員  民間労働者  民間労働者 

職員の給与 
勤務時間等 
勤務条件 

 条例により独自の給与等 
 の設定が可能。 
 人事院勧告の対象外。 

 法人独自の給与等を決定。 
 指定管理者である事業受託者 
 との雇用契約及び労働協約に 
 よる。 

 民間法人等との雇用契約及び 
 労働協約による。 

職員の定数の設定  条例で定める 
 中期計画の範囲内で法人が 
 定める 

 受託事業者の計画の中で 
 定める 

 民間法人等の計画の中で 
 定める 

一般会計からの繰入 
 公営企業法に基づき、 
 負担金、補助金として 
 繰入可能。 

 自治体の判断により、必要な 
 金額の一部または全額を交 
 付可能。 

 指定管理料として支払う。  なし 
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• 地方独立行政法人 

 

 

 

 

 
 

• 指定管理者制度 

 

 

 

 

 

• 民間譲渡 

病院名 移行年月 

地方独立行政法人さんむ医療センター 平成22年4月 

地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター 
東千葉メディカルセンター 

平成22年10月 

地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院 平成28年4月 

病院名 移行年月 指定管理者 

柏市立柏病院 平成18年4月 公益財団法人 柏市医療公社 

国保鋸南病院 平成20年4月 医療法人財団 鋸南きさらぎ会 

銚子市立病院 平成22年5月 一般財団法人 銚子市医療公社※ 

※銚子市医療公社が指定管理を開始したのは、平成27年4月である。 

[3] 

病院名 移行年月 新病院名（移譲先） 

浦安市川市民病院 平成21年4月 
東京ベイ・浦安市川医療センター 
（公益社団法人 地域医療振興協会） 



＜経常収支比率の平均値＞ 

Ｈ20年度：97.1％⇒平成25年度：101.8％ 

＜経常収支比率の平均値＞ 

Ｈ20年度：87.9％⇒平成25年度：93.1％ 

 

[4]  

出典：総務省「公立病院改革の推進について（通知）」資料６ 

【増加】 

 38病院 

77.6% 

【減少】 

 11病院 

 22.4% 

【増加】 

 10病院 

 66.7% 

【減少】 

 5病院 

 33.3% 

地方独立行政法人の方が、収益が増加した割合が高い。 

地方独立行政法人化した病院 指定管理者制度を導入した病院 



• 医療や介護分野の環境変化に対応できる健全な経営基盤を構築すること
への対応として、人材の確保、権限の付与及び結果責任の明確化、継続
的な医療の提供という観点から、平成25年4月より地方独立行政法人へ
の移行を行った。 

• 迅速な運営判断を行い、実行できる体制を構築することにより、リハビリを
中心とした必要人材を確保し、医療の質と経営の健全化に寄与できた。 

[5]  

出典：『公立病院経営改革事例集』 総務省 平成28年3月 
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■経常収支比率と職員給与費対医業収益比率の状況 

直営← →地方独立行政法人 



• 地域医療機関等との連携強化により、内科と整形外科への紹
介患者が増え、紹介入院患者数の増加と診療単価が上昇し
た。 
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出典：くらて病院事業報告書 
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■紹介率と紹介入院患者数の推移 
直営← →地方独立行政法人 
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■入院・外来診療単価の推移 

直営← →地方独立行政法人 



• 平成21年、県から町へ移管されると同時に、指定管理者制度
へ移行し、人件費の削減（給与水準の減少）、繰入金の減少
による病院経営を実現した。 

[7]  

■繰入金の状況 ■医師・看護師・事務の増減 

出典：『公立病院経営改革事例集』 総務省 平成28年3月 
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H20年度 H26年度 増減区分

801,655（千円） 543,475（千円） 減少
医師 6.3人 8.4人 増加
看護師 66.8人 26.4人 減少
准看護師 - 6.2人 新規
看護助手 - 19.8人 新規
事務部門 11.9人 7.4人 減少
医師 1,347,056円 1,706,333円 増加
看護師 523,204円 525,837円 増加
准看護師 - 406,309円 新規
事務職員 855,034円 390,357円 減少
医師 40歳 41歳 増加
看護師 40歳 52歳 増加
准看護師 - 46歳 新規
事務職員 44歳 45歳 増加

区分

職員給与費総額（年間）

100床あたり
職員数

職員
平均給与
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• 経常収支比率は、大きな変動はないが、職員給与費対医業
収益比率は、大きく改善した。 

直営← →指定管理者 

[8]  

■経常収支比率と職員給与費対医業収益比率の状況 

出典：『公立病院経営改革事例集』 総務省 平成28年3月 



• 平成21年4月より、指定管理者制度へ移行し、回復期リハビリ
テーション病棟や地域包括ケア病床を開設する等により、地
域における役割を明確にし、他の急性期病院と連携強化によ
り収入増加を実現。 

[9]  

■主な収益の状況 ■1日平均患者数と病床利用率の状況 

出典：『公立病院経営改革事例集』 総務省 平成28年3月 
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• 経常収支比率は、指定管理者制度移管後、大幅に改善して
いる。一方、職員給与費対医業収益比率は、収益の増加に伴
い、比率が下がっている。 

[10]  

  

■経常収支比率と職員給与費対医業収益比率の状況 

出典：『公立病院経営改革事例集』 総務省 平成28年3月 

H20年度 H26年度 増減区分

1,265,402（千円） 1,209,167（千円） 減少
医師 4.5人 10.0人 増加
看護師 29.8人 30.9人 増加
准看護師 13.3人 14.7人 増加
看護助手 - 8.6人 新規
事務部門 9.1人 16.2人 増加
医師 1,181,190円 1,304,250円 増加
看護師 654,194円 454,716円 減少
准看護師 671,023円 318,096円 減少
事務職員 633,894円 280,657円 減少
医師 49歳 51歳 増加
看護師 52歳 40歳 減少
准看護師 58歳 39歳 減少
事務職員 43歳 44歳 増加
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■医師・看護師・事務の増減 

直営← →指定管理者 



• 独立行政法人 

独立行政法人になる前より、経営状況は良好であったため、
費用削減よりも、医療や介護への環境への対応に向けた積
極的な経営が可能になり、経営が向上している。 

• 指定管理者制度 

民間法人が指定管理を行うことにより、給与体系の見直しが
行われており、特に看護師への給与削減がある。また、適正
人数の見直し等により、職員数の減少も見られる。 

経常収支比率は、神石高原町立病院は、指定管理を受ける
前後では大きな変化はなかった。また、北九州市立門司病院
は、大きく改善したが、経常黒字には至っていない。 

[11]  



検討委員会における主な意見 

 

• ①独立行政法人 

この経営形態は、経営状況の良好な病院がより柔軟な経営
を行う場合、非常に有効な経営形態である。当院の経営状況
から判断すると、選択するには疑問が残る。 

 

• ②指定管理者制度 

本制度を活用するには、医師の確保と新病院の医療機能が
担保されることが前提であれば選択肢の一つとなる。 

[12]  



 

• ③民間譲渡 

経営の合理化を考えると選択肢の一つである。但し、経営優
先の民間経営の場合、将来的に不採算部門の閉鎖等が想定
されるので、当院の診療機能を維持できなくなる可能性があ
る。 

 

院内検討委員会の検討結果 

上記のような意見がでましたが、院内検討委員会では統一見
解を出すことができませんでした。 


